
 

一
頁 

 ○
総
務
省
令
第
三
十
九
号 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

令
和
五
年
四
月
十
七
日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     



 

二
頁 

 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
公
示
す
る
期
間
内
に
申
請
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
公
示
す
る
期
間
内
に
申
請
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条
の
四 
法
第
六
条
第
八
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条
の
四 

［
同
上
］ 

［
一
～
六 

略
］ 

［
一
～
六 

同
上
］ 

七 

同
一
人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
（
第
二
号
及
び
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
（
再
免
許
の
申
請

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
） 

 

［
八
～
十 

略
］ 

七 

同
一
人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
（
第
二
号
及
び
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

 

［
八
～
十 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

三
頁 

 

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

 
 



 

四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
二

号
第

１
 

基
幹

放
送

局
（

衛
星

基
幹

放
送

局
及

び
衛

星
基

幹
放

送
試

験
局

を
除

く
。

）
の

無
線

局
事

項

書
の

様
式

（
第

４
条

、
第

12
条

関
係

）
（

総
務

大
臣

が
こ

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

、
そ

れ
に

よ
る

こ
と

が
で
き

る
。

）
 

別
表

第
二

号
第

１
 

［
同

左
］
 

［
１

枚
目

～
６

枚
目

 
略

］
 

［
注

１
～

2
2 

略
］
 

2
3
 

2
2
の

欄
は

、
事

業
計

画
等

の
欄

の
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

表
の

区
別

に
従

い
、

「
別

紙
⑴

～
⑼

、
⒀

～
⒃

に
記

載
の

と
お

り
」

の
よ

う
に

記
載

し
、

（
別

紙
）

の
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

付
け

、
別

紙
を

別
葉

と
し

て

提
出

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
同

表
の

右
欄

の
注

に
よ

り
当

該
別

紙
の

提
出

を
省

略
す

る
場

合
は

、
「

事
業

計

画
等

の
欄

の
記

載
は

、
何

基
幹

放
送

局
に

同
じ

」
、

「
事

業
計

画
等

の
欄

の
記

載
は

、
別

紙
⑺

に
記

載
の

と

お
り

、
別

紙
⑴

～
⑹

、
⑻

～
⑽

、
⒀

～
⒃

に
つ

い
て

は
何

基
幹

放
送

局
に

同
じ

」
の

よ
う

に
23

の
欄

に
記

載

す
る

こ
と

。
 

［
表

略
］

 

［
⑴

～
⑻

 
略

］
 

⑼
 

別
紙

⑼
は

、
放

送
番

組
表

、
放

送
の

目
的

別
種

類
に

よ
る

放
送

時
間

（
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
を

行
う

特

定
地

上
基

幹
放

送
局

等
（

学
園

が
開

設
す

る
も

の
を

除
く

。
）

及
び

中
波

放
送

若
し

く
は

超
短

波
放

送
を

行
う

特
定

地
上

基
幹

放
送

局
等

（
協

会
が

開
設

す
る

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。
以

下
こ

の
注

に
お

い
て

同
じ

。
）

及
び

他
か

ら
供

給
を

受
け

る
放

送
番

組
の

放
送

時
間

（
協

会
及

び
学

園
の

特
定

地
上

基
幹

放
送

局
等

並
び

に
臨

時
目

的
放

送
を

専
ら

行
う

特
定

地
上

基
幹

放
送

局
等

の
場

合
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

、
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

様
式

に
よ

り
記
載

す
る

こ
と

。
 

ア
 

放
送

番
組

表
 

(
ｱ
)
 

超
短

波
放

送
又

は
テ

レ
ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
特

定
地

上
基

幹
放
送

局
等
の

場
合

 

Ａ
 

超
短

波
放

送
の

主
音

声
又

は
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

係
る

放
送
番
組

の
記
載

 

曜
日

 
月

 
火

 
水

 
木

 
金

 
土

 
日

 
時

刻
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

※
字

幕
付

与
可

能
な

１
週

間
の

放
送
時

間
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

※
権

利
処

理
上

の
理

由
等

に
よ

り
解

説
を

付
す

こ
と

が
で

き
な

い
放

送
番

組
を

除

く
１

週
間

の
放

送
時

間
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

備
考
 

 
字

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 
解

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

［
（

注
１

）
～

（
注

３
）

 
略

］
 

（
注

４
）

 
補

完
放

送
で

あ
つ

て
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

伴
う

も
の

の
放

送
を

行
う

場

［
１

枚
目

～
６

枚
目

 
同

左
］

 

［
注

１
～

2
2 

同
左

］
 

2
3
 

2
2
の

欄
は

、
事

業
計

画
等

の
欄

の
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

表
の

区
別

に
従

い
、

「
別

紙
⑴

～
⑼

、
⒀

～
⒃

に
記

載
の

と
お

り
」

の
よ

う
に

記
載

し
、

（
別

紙
）

の
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

付
け

、
別

紙
を

別
葉

と
し

て

提
出

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
同

表
の

右
欄

の
注

に
よ

り
当

該
別

紙
の

提
出

を
省

略
す

る
場

合
は

、
「

何
基

幹

放
送

局
に

同
じ

」
、

「
別

紙
⑺

に
記

載
の

と
お

り
、

別
紙

⑴
～

⑹
、

⑻
～

⑽
、

⒀
～

⒃
に

つ
い

て
は

何
基

幹

放
送

局
に

同
じ

」
の

よ
う

に
記

載
す
る

こ
と

。
 

 

［
表

同
左

］
 

［
⑴

～
⑻

 
同

左
］

 

⑼
 

［
同

左
］

 

     

ア
 

［
同

左
］

 

(
ｱ
)
 

［
同

左
］

 

Ａ
 

［
同

左
］

 

曜
日
 

月
 

火
 

水
 

木
 

金
 

土
 

日
 

時
刻

 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

※
字

幕
付

与
可

能
な

１
週

間
の

放
送

時
間

 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

    

備
考
 

 
字

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 
解

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

［
（

注
１

）
～

（
注

３
）

 
同

左
］
 

（
注

４
）

 
補

完
放

送
で

あ
つ

て
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

伴
う

も
の

の
放

送
を

行
う

場



 

五
頁 

 

合
は

、
字
幕

放
送
、

解
説

放
送
の

別
を

個
々

の
放

送
番
組

の
欄
内

に
、

字
幕
放
送

は
（

字
）

、
解
説

放
送
は

（
解

）
と
表

示
す

る
こ

と
。

こ
の
場

合
に
お

い
て

、
一
の
放

送
番

組
で

利
用
方

法
が
複

合
す

る
と
き

は
、

そ
れ

ら
の

利
用
方

法
の
全

て
に

つ
い
て
表

示
す

る
と

と
も
に

放
送
時

間
を

付
記
す

る
も

の
と

し
、

１
週
間

の
総
放

送
時

間
（
字
幕

放
送

に
あ

つ
て
は

、
字
幕

付
与

可
能
な

１
週

間
の

放
送

時
間

と
し

、
解

説
放

送
に
あ
つ

て
は

、
権

利
処
理

上
の
理

由
等

に
よ
り

解
説

を
付

す
こ

と
が
で

き
な
い

放
送

番
組
を
除

く
１

週
間

の
放
送

時
間
と

す
る

。
）
に

つ
い

て
、

字
幕

放
送
、

解
説

放
送

の
別

に
、
１

週
間

の
放

送
時

間
の

総
放

送
時

間
に

対
す
る

割
合

を
備

考
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
（

注
５

）
 

略
］
 

［
Ｂ

 
略

］
 

［
(
ｲ
)
・

(ｳ
)
 
略

］
 

［
イ

～
オ

 
略

］
 

［
⑽

～
⒁

 
略

］
 

⒂
 

別
紙

⒄
は

、
見

積
表

及
び

見
積
り

の
根

拠
に

つ
い

て
、

次
の

様
式

に
よ
り
記

載
す
る

こ
と

。
 

ア
 

見
積

表
 

［
表

略
］

 

［
（

注
１

）
～

（
注

５
）

 
略

］
 

（
注

６
）

 
次
の

書
類
を

添
付
す

る
こ

と
(
地
上

基
幹
放

送
試

験
局
、

臨
時
目
的

放
送

を
専

ら
行

う
基
幹

放
送

局
、

受
信

障
害

対
策

中
継

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
局

及
び

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

放
送

を
行

う

基
幹

放
送

局
の

場
合

を
除

く
。

) 

［
（

ｱ）
 

略
］

 

（
ｲ
）

 
最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
計

算
書

類
(
施

行
規

則
第

43
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
提

出

済
み

で
あ

る
と

き
は

、
添

付
を

省
略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

) 

［
（

ｳ）
 

略
］

 

［
（

注
７

）
・

（
注

８
）

 
略

］
 

［
イ

 
略

］
 

［
⒃

～
⒅

 
略

］
 

2
4
 

2
3
の
欄

は
、

次
に

よ
る

こ
と

。
 

［
⑴

～
⑺

 
略

］
 

⑻
 

2
2
の

欄
の
事

項
に

つ
い

て
、

2
3
の
表

の
右
欄

の
注
に

よ
り
別

紙
の

提
出

を
省

略
す
る

場
合
は

、
「
事

業

計
画

等
の

欄
は

、
何

基
幹

放
送

局
に

同
じ

」
、

「
事

業
計

画
等

の
欄

は
、

別
紙

⑺
に

記
載

の
と

お
り

、
別

紙
⑴

～
⑹

、
⑻

～
⑽

、
⒀

～
⒃

に
つ
い

て
は

何
基

幹
放

送
局

に
同

じ
」

の
よ

う
に

記
載
す

る
こ

と
。

 

⑼
 

［
略

］
  

［
2
5
～

3
2 

略
］
 

合
は

、
字

幕
放

送
、

解
説

放
送

の
別

を
個

々
の

放
送

番
組

の
欄

内
に

、
字

幕
放

送
は

（

字
）

、
解

説
放

送
は

（
解

）
と

表
示

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

一
の

放
送

番

組
で

利
用

方
法

が
複

合
す

る
と

き
は

、
そ

れ
ら

の
利

用
方

法
の

全
て

に
つ

い
て

表
示

す

る
と

と
も

に
放

送
時

間
を

付
記

す
る

も
の

と
し

、
１

週
間

の
総

放
送

時
間

（
字

幕
放

送

に
あ

つ
て

は
、

字
幕

付
与

可
能

な
１

週
間

の
放

送
時

間
と

す
る

。
）

に
つ

い
て

、
字

幕

放
送

及
び

解
説

放
送

の
別

に
、

１
週

間
の

放
送

時
間

の
総

放
送

時
間

に
対

す
る

割
合

を

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 ［
（

注
５

）
 

同
左

］
 

［
Ｂ

 
同

左
］

 

［
(
ｲ
)
・

(ｳ
)
 

同
左
］
 

［
イ

～
オ

 
同

左
］
 

［
⑽

～
⒁

 
同

左
］

 

⒂
 

［
同

左
］

 

ア
 

［
同

左
］

 

［
表

同
左

］
 

［
（

注
１

）
～

（
注

５
）

 
同

左
］

 

（
注

６
）

 
［

同
左

］
 

  

［
（

ｱ）
 

同
左

］
 

（
ｲ
）

 
最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
計

算
書

類
(
施

行
規

則
第

43
条

の
３

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
提

出

済
み

で
あ

る
と

き
は

、
添

付
を

省
略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

) 

［
（

ｳ）
 

同
左

］
 

［
（

注
７

）
・

（
注

８
）

 
同

左
］
 

［
イ

 
同

左
］

 

［
⒃

～
⒅

 
同

左
］

 

2
4
 

［
同

左
］

 

［
⑴

～
⑺

 
同

左
］

 

［
新

設
］

 

   
⑻

 
［

同
左

］
 

［
2
5
～

3
2 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

六
頁 

 

（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

七
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
認
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
七
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
幹
放
送
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

地
上
基
幹
放
送 

別
表
第
六
号
か
ら
別
表
第
九
号
ま
で
の
様
式
に
よ
る
書
類 

［
二 

略
］ 

（
認
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
七
十
四
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

一 

地
上
基
幹
放
送 

別
表
第
六
号
か
ら
別
表
第
十
号
ま
で
の
様
式
に
よ
る
書
類 

［
二 

同
上
］ 

別
表

第
七

の
一

号
（

第
6
5条

第
１

項
関

係
）
 

［
第

１
 

略
］

 

［
表

略
］

 

［
注

１
 

略
］

 

注
２

 
事

業
計

画
書

の
別

紙
記

載
等
は

、
次

に
よ

る
こ

と
。

ま
た

、
同

欄
の
□
に

は
、
注

１
の

表
の

区
分

に

従
つ

て
該

当
す

る
事

項
に

レ
印

を
付
け

る
こ

と
。
 

別
表

第
七

の
一

号
（

第
6
5条

第
１

項
関

係
）
 

［
第

１
 

同
左

］
 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
 

同
左

］
 

注
２

 
［

同
左

］
 

［
⑴

～
⑻

 
略

］
 

⑼
 

別
紙

⑼
は

、
放

送
番

組
表

及
び

他
か

ら
供

給
を

受
け

る
放

送
番

組
の

放
送

時
間

（
臨

時
目

的
放

送
を

専
ら

行
う

基
幹

放
送

事
業

者
の

場
合

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
、

次
の

ア
か

ら
オ

ま
で

の
様

式
に

よ
り

記

載
す

る
こ

と
。

 

ア
 

放
送

番
組

表
 

(
ｱ
)
 

超
短

波
放

送
又

は
テ

レ
ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
の

業
務
の

場
合

 

Ａ
 

超
短

波
放

送
の

主
音

声
又

は
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

係
る

放
送
番
組

の
記
載

 

［
⑴

～
⑻

 
同

左
］

 

⑼
 

［
同

左
］

 

  

ア
 

［
同

左
］

 

(
ｱ
)
 

［
同

左
］

 

Ａ
 

［
同

左
］

 

曜
日

 
月

 
火

 
水

 
木

 
金

 
土

 
日

 
時

刻
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

※
字

幕
付

与
可

能
な

１
週

間
の

放
送
時

間
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

※
権

利
処

理
上

の
理

由
等

に
よ

り
解

説
を

付
す

こ
と

が
で

き
な

い
放

送
番

組
を

除

く
１

週
間

の
放

送
時

間
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

備
考
 

 
字

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 
解

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 

曜
日
 

月
 

火
 

水
 

木
 

金
 

土
 

日
 

時
刻

 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

    ※
字

幕
付

与
可

能
な

１
週

間
の

放
送
時

間
 

 
時

間
 

 
 

分
（

 
 

 
分

）
 

備
考
 

 
字

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 
解

 
 

 
 

時
間

 
 

分

（
 

 
分

）
 

 
 

％
 

 

［
（

注
１

）
～

（
注

３
）

 
略

］
 

（
注

４
）

 
補

完
放

送
で

あ
つ

て
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

伴
う

も
の

の
放

送
を

行
う

場
合

は
、

字
幕

放
送

、
解

説
放

送
の

別
を

個
々

の
放

送
番

組
の

欄
内

に
、

字
幕

放
送

は
（

字
）

、
解

説
放

送
は

（
解

）
と

表
示

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

一
の

放
送

番
組

で
利

用
方

法
が

複
合

す
る

と
き

は
、

そ
れ

ら
の

利
用

方
法

の
全

て
に

つ
い

［
（

注
１

）
～

（
注

３
）

 
同

左
］
 

（
注

４
）

 
補

完
放

送
で

あ
つ

て
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

伴
う

も
の

の
放

送
を

行
う

場
合

は
、

字
幕

放
送

、
解

説
放

送
、

ス
テ

レ
オ

ホ
ニ

ッ
ク

放
送

、
２

か
国

語
放

送
、

デ
ー

タ
放

送
の

別
を

個
々

の
放

送
番

組
の

欄
内

に
、

字
幕

放
送

は
（

字
）

、
解

説
放

送
は

（
解

）
と

表
示

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

一
の

放
送

番
組

で
利

用
方



 

八
頁 

 

て
表

示
す

る
と

と
も

に
放

送
時

間
を

付
記

す
る

も
の

と
し

、
１

週
間

の
総

放
送

時
間

（
字

幕
放

送
に

あ
つ

て
は

、
字

幕
付

与
可

能
な

１
週

間
の

放
送

時
間

と
し

、
解

説
放

送
に

あ
つ

て
は

、
権

利
処

理
上

の
理

由
等

に
よ

り
解

説
を

付
す

こ
と

が
で

き
な

い
放

送
番

組
を

除
く

１
週

間
の

放
送

時
間

と
す

る
。

）
に

つ
い

て
、

字
幕

放
送

、
解

説
放

送
の

別
に

、
１

週
間

の
放

送
時

間
の

総
放

送
時

間
に

対
す

る
割

合
を

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
（

注
５

）
・

（
注

６
）

 
略

］
 

［
Ｂ

 
略

］
 

［
(
ｲ
)
・

(ｳ
)
 
略

］
 

［
イ

～
オ

 
略

］
 

［
⑽

～
⒂

 
略

］
 

別
表

第
八

号
（

第
6
5条

第
１

項
関

係
）
 

第
１

 
見

積
表

 

［
表

略
］

 

［
注

１
～

注
４

 
略

］
 

注
５

 
次

の
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

（
臨

時
目

的
放

送
を

専
ら

行
う

基
幹

放
送

事
業

者
の

場
合

を
除

く
。

）
。
 

［
(
ｱ
)
・

(ｲ
)
 
略

］
 

(
ｳ
)
 

最
近

の
決

算
期

に
お
け

る
計
算

書
類

（
施

行
規

則
第

8
6
条

第
２

項
の
規
定

に
よ

り
提
出

済
み
で

あ
る

と
き

は
、

添
付

を
省

略
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
）

 

［
(
ｴ
)
 
略

］
 

［
（

注
６

）
・

（
注

７
）

 
略

］
 

［
第

２
・

第
３

 
略

］
 

法
が

複
合

す
る

と
き

は
、

そ
れ

ら
の

利
用

方
法

の
全

て
に

つ
い

て
表

示
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
一

の
放

送
番

組
で

利
用

方
法

が
複

合
す

る
と

き
は

、
そ

れ
ら

の
利

用
方

法
の

全
て

に
つ

い
て

表
示

す
る

と
と

も
に

放
送

時
間

を
付

記
す

る
も

の
と

し
、

１
週

間
の

総
放

送
時

間
（

字
幕

放
送

に
あ

つ
て

は
、

字
幕

付
与

可
能

な
１

週
間

の
放

送
時

間
と

す
る

。
）

に
つ

い
て

、
字

幕
放

送
、

解
説

放
送

の
別

に
、

１
週

間
の

放
送

時
間

の
総

放
送

時
間

に
対

す
る
割

合
を

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
（

注
５

）
・

（
注

６
）

 
同

左
］

 

［
Ｂ

 
同

左
］

 

［
(
ｲ
)
・

(ｳ
)
 

同
左
］
 

［
イ

～
オ

 
同

左
］

 

［
⑽

～
⒂

 
同

左
］

 

別
表

第
八

号
（

第
6
5条

第
１

項
関

係
）
 

第
１

 
［

同
左

］
 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
～

注
４

 
同

左
］
 

注
５

 
［

同
左

］
 

 

［
(
ｱ
)
・

(ｲ
)
 

同
左
］
 

(
ｳ
)
 

最
近

の
決

算
期

に
お

け
る

計
算
書

類
 

 

［
(
ｴ
)
 

同
左

］
 

［
（

注
６

）
・

（
注

７
）

 
同

左
］

 

［
第

２
・

第
３

 
同

左
］

 

別
表

第
十

五
号

（
第

7
4
条
第

１
項

関
係

）
 

［
第

１
 

略
］

 

第
２

 
添

付
書

類
 

 
別

表
第

六
の

一
号

、
別

表
第

七
の
一

号
、

別
表

第
八

号
及

び
別

表
第

九
号

の
様

式
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

別
表

第
十

五
号

（
第

7
4
条

第
１
項

関
係

）
 

［
第

１
 

同
左

］
 

第
２

 
［

同
左

］
 

 
別

表
第

六
の

一
号

、
別

表
第

七
の

一
号

、
別

表
第

八
号

、
別

表
第

九
号

及
び

別
表

第
十

号
の

様
式

の
と

お
り

と
す

る
。

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

九
頁 

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


